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告

示

◉
東
京
都
告
示
第
九
百
五
十
四
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
八
十
六
条

の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
し
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規

定
に
よ
り
一
団
地
の
区
域
等
を
次
の
と
お
り
告
示
し
、
縦
覧
に
供
す

る
。

令
和
五
年
八
月
三
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

対
象
区
域
の
地
名
地
番
及
び
認
定
年
月
日

対
象
区
域
の
地
名
地
番

認
定
年
月
日

北
区
十
条
台
二
丁
目
千
八
百
九
十
五
番
、

同
番
一
、
同
番
三
、
板
橋
区
加
賀
一
丁
目

三
千
三
百
五
十
六
番
百
二
及
び
三
千
五
百

七
十
番

令
和
五
年
八
月
十

四
日

二

認
定
計
画
書
の
縦
覧
場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
市
街
地
建
築
部
建
築
指
導
課
（
東
京
都
庁

第
二
本
庁
舎
三
階
中
央
）

◉
東
京
都
告
示
第
九
百
五
十
五
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
都
道
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
五
年
八
月
三
十
日
か
ら
起
算
し
て
二
週

間
東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
八
月
三
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

神
湊
八
重
根
港

二

変
更
の
区
間

八
丈
島
八
丈
町
三
根
九
十
番
二
地
先
か
ら
同
町

大
賀
郷
二
千
五
百
五
十
一
番
二
地
先
ま
で

三

変
更
の
概
要

別
図
表
示
の
と
お
り
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訓

令
（
人
）

◉
東
京
都
人
事
委
員
会
訓
令
第
四
号

東
京
都
人
事
委
員
会
事
務
局

東
京
都
人
事
委
員
会
電
子
情
報
処
理
規
程
（
平
成
二
十
八
年
東
京
都
人
事
委
員
会
訓
令
第
七
号
）
の

全
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
五
年
八
月
三
十
日

東
京
都
人
事
委
員
会
委
員
長

中

西

充

東
京
都
人
事
委
員
会
デ
ジ
タ
ル
サ
ー
ビ
ス
開
発
・
運
用
規
程

目
次第

一
章

総
則
（
第
一
条－

第
四
条
）

第
二
章

デ
ジ
タ
ル
サ
ー
ビ
ス
の
推
進
体
制
（
第
五
条－
第
十
条
）

第
三
章

デ
ジ
タ
ル
サ
ー
ビ
ス
の
開
発
管
理

第
一
節

デ
ジ
タ
ル
関
連
施
策
の
企
画
（
第
十
一
条
）

第
二
節

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
監
理
（
第
十
二
条
・
第
十
三
条
）

第
三
節

情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
の
開
発
（
第
十
四
条
）

第
四
節

情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
の
評
価
（
第
十
五
条
・
第
十
六
条
）

第
四
章

デ
ー
タ
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
運
用
管
理
（
第
十
七
条－

第
二
十
一
条
）

第
五
章

電
子
計
算
機
及
び
電
子
情
報
の
管
理

第
一
節

電
子
計
算
機
の
管
理
（
第
二
十
二
条－

第
二
十
四
条
）

第
二
節

電
子
情
報
の
管
理
（
第
二
十
五
条
）

第
三
節

サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
（
第
二
十
六
条
）

第
六
章

委
託
処
理
（
第
二
十
七
条－

第
三
十
条
）

第
七
章

雑
則
（
第
三
十
一
条
・
第
三
十
二
条
）

附
則

第
一
章

総
則

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
規
程
は
、
デ
ジ
タ
ル
サ
ー
ビ
ス
の
推
進
体
制
及
び
開
発
管
理
、
デ
ー
タ
通
信
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
の
運
用
管
理
、
電
子
計
算
機
及
び
電
子
情
報
の
管
理
等
に
関
し
基
本
的
な
事
項
を
定
め
る
こ
と

に
よ
り
、
電
子
情
報
処
理
の
適
切
か
つ
円
滑
な
推
進
と
効
率
的
な
運
用
を
促
進
し
、
質
の
高
い
デ
ジ

タ
ル
サ
ー
ビ
ス
の
安
定
的
な
提
供
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
用
語
の
定
義
）

第
二
条

こ
の
規
程
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

部

東
京
都
人
事
委
員
会
処
務
規
則
（
昭
和
五
十
一
年
東
京
都
人
事
委
員
会
規
則
第
六
号
。
以

下
「
処
務
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
部
を
い
う
。

二

課

処
務
規
則
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
課
を
い
う
。

三

局
長

処
務
規
則
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
局
長
を
い
う
。

四

主
管
部
長

デ
ジ
タ
ル
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
事
務
を
担
任
す
る
部
長
及
び
担
当
部
長
を
い
う
。

五

情
報
化
推
進
担
当
部
長

情
報
化
推
進
担
当
部
門
の
長
を
い
う
。

六

電
子
計
算
機

演
算
装
置
、
制
御
装
置
、
記
憶
装
置
及
び
入
出
力
装
置
か
ら
な
る
電
子
情
報
処

理
装
置
を
い
う
。

七

情
報
処
理
シ
ス
テ
ム

電
子
情
報
を
電
子
計
算
機
、
端
末
装
置
、
通
信
回
線
等
に
よ
り
、
一
体

的
に
処
理
す
る
体
系
を
い
う
。

八

電
子
情
報
処
理

情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
及
び
情
報
通
信
技
術
を
用
い
て
、
電
子
情
報
に
関
す
る

処
理
を
す
る
こ
と
を
い
う
。

九

デ
ジ
タ
ル
サ
ー
ビ
ス

電
子
情
報
処
理
を
活
用
し
て
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。

十

デ
ジ
タ
ル
関
連
施
策

デ
ジ
タ
ル
サ
ー
ビ
ス
の
開
発
（
改
良
を
含
む
。
）
、
運
用
そ
の
他
デ
ジ

タ
ル
技
術
を
活
用
し
て
実
施
す
る
事
業
を
い
う
。

十
一

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

デ
ジ
タ
ル
関
連
施
策
に
つ
い
て
開
発
や
調
達
の
単
位
ご
と
に
区
切
っ
た
も

の
を
い
う
。

十
二

シ
ス
テ
ム
評
価

情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
を
総
合
的
に
点
検
し
、
評
価
す
る
こ
と
を
い
う
。

十
三

デ
ー
タ
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

東
京
都
デ
ジ
タ
ル
サ
ー
ビ
ス
開
発
・
運
用
規
程
（
令
和
五
年

東
京
都
訓
令
第
三
十
五
号
。
以
下
「
都
規
程
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
十
一
号
に
規
定
す
る
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
を
い
う
。

十
四

共
通
基
盤
サ
ー
ビ
ス

都
規
程
第
二
条
第
十
四
号
に
規
定
す
る
共
通
基
盤
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
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（
電
子
情
報
処
理
の
原
則
）

第
三
条

電
子
情
報
処
理
に
つ
い
て
は
、
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五

十
七
号
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
個
人
情
報
の
保
護
に
万
全
の
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
公

正
か
つ
効
率
的
な
行
政
運
営
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
行
政
手
続
等
に
お
け
る
電
子
情
報
処
理
）

第
四
条

東
京
都
人
事
委
員
会
の
所
管
す
る
手
続
等
に
関
し
、
東
京
デ
ジ
タ
ル
フ
ァ
ー
ス
ト
条
例
施
行

規
則
（
令
和
二
年
東
京
都
規
則
第
百
四
十
六
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
つ
い
て
は
、

特
別
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
く
ほ
か
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

規
則
第
四
条
第
一
項
又
は
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
都
の
機
関
等
の
定
め
る
と
こ
ろ
と
は
、

局
長
が
定
め
る
様
式
、
手
順
、
方
法
等
を
い
う
。

二

規
則
第
四
条
第
二
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
都
の
機
関
等
の
定
め
る
方
法
は
、
次
の
い
ず
れ
か

を
行
う
こ
と
を
い
う
。

㈠

申
請
等
を
す
る
者
の
識
別
番
号
及
び
暗
証
番
号
を
入
力
す
る
こ
と
。

㈡

東
京
都
人
事
委
員
会
が
記
録
し
て
い
る
申
請
等
を
す
る
者
し
か
知
り
得
な
い
事
項
そ
の
他
の

当
該
申
請
等
を
す
る
者
を
特
定
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
を
入
力
す
る
こ
と
。

㈢

東
京
都
人
事
委
員
会
が
申
請
等
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
で
あ
っ
て
、

行
政
手
続
等
を
電
子
情
報
処
理
す
る
た
め
の
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
行
う
こ
と
。

三

規
則
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
都
の
機
関
等
の
定
め
る
方
法
は
、
東
京
都
人
事
委
員
会
が
行

っ
た
処
分
通
知
等
の
真
正
性
を
確
認
で
き
る
措
置
で
あ
っ
て
、
局
長
が
別
に
定
め
る
方
法
に
よ
る

こ
と
又
は
都
の
機
関
等
に
対
し
て
処
分
通
知
等
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
で

あ
っ
て
、
行
政
手
続
等
を
電
子
情
報
処
理
す
る
た
め
の
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
行
う
こ
と
を
い
う
。

四

規
則
第
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
都
の
機
関
等
の
定
め
る
方
法
は
、
作
成
等
を
行
う
場
合
に

お
い
て
、
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
で
あ
っ
て
、
行
政
手
続
等
を
電
子
情
報
処
理
す
る
た
め
の
シ
ス
テ

ム
を
使
用
し
て
行
う
こ
と
を
い
う
。

五

前
各
号
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
規
則
に
お
い
て
都
の
機
関
等
が
定
め
る
こ
と
と
し
て
い
る
も

の
は
、
局
長
が
別
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

第
二
章

デ
ジ
タ
ル
サ
ー
ビ
ス
の
推
進
体
制

（
デ
ジ
タ
ル
サ
ー
ビ
ス
推
進
の
体
制
）

第
五
条

デ
ジ
タ
ル
サ
ー
ビ
ス
の
推
進
は
、
情
報
化
推
進
担
当
部
門
及
び
部
が
行
う
。

２

情
報
化
推
進
担
当
部
門
は
、
任
用
公
平
部
と
す
る
。

３

情
報
化
推
進
担
当
部
門
及
び
部
は
、
相
互
に
連
絡
を
保
ち
、
デ
ジ
タ
ル
サ
ー
ビ
ス
の
的
確
な
開
発

及
び
運
用
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
情
報
化
推
進
担
当
部
門
の
処
理
事
項
）

第
六
条

情
報
化
推
進
担
当
部
門
の
処
理
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

デ
ジ
タ
ル
関
連
施
策
に
係
る
指
針
等
に
関
す
る
こ
と
。

二

デ
ジ
タ
ル
関
連
予
算
の
調
整
及
び
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
監
理
に
関
す
る
こ
と
。

三

デ
ジ
タ
ル
サ
ー
ビ
ス
の
開
発
（
リ
リ
ー
ス
判
定
を
含
む
。
）
及
び
維
持
に
係
る
協
議
に
関
す
る

こ
と
。

四

電
子
情
報
処
理
に
係
る
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

五

情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
に
係
る
調
査
、
企
画
及
び
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

六

デ
ー
タ
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
運
用
及
び
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

七

共
通
基
盤
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
に
関
す
る
こ
と
。

八

電
子
情
報
処
理
に
従
事
す
る
者
の
育
成
に
関
す
る
こ
と
。

（
部
の
処
理
事
項
）

第
七
条

部
の
処
理
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

デ
ジ
タ
ル
サ
ー
ビ
ス
の
開
発
（
修
正
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

二

デ
ジ
タ
ル
サ
ー
ビ
ス
の
維
持
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

（
情
報
化
推
進
担
当
部
門
及
び
部
の
共
管
事
項
）

第
八
条

情
報
化
推
進
担
当
部
門
及
び
部
は
、
次
の
事
項
を
処
理
す
る
。

一

情
報
化
推
進
担
当
部
門
と
部
と
が
実
施
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
一
元
的
な
監
理
に
関
す
る
こ
と
。

二

デ
ジ
タ
ル
サ
ー
ビ
ス
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

（
情
報
処
理
指
導
主
任
の
設
置
）

第
九
条

課
に
情
報
処
理
指
導
主
任
を
置
く
。
た
だ
し
、
局
長
が
情
報
処
理
指
導
主
任
を
置
く
必
要
が

な
い
と
認
め
る
課
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

情
報
処
理
指
導
主
任
は
、
局
長
が
任
免
す
る
。

（
情
報
処
理
指
導
主
任
の
職
務
）
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第
十
条

情
報
処
理
指
導
主
任
は
、
そ
の
所
属
す
る
課
に
お
け
る
次
の
事
項
を
取
り
扱
う
。

一

電
子
情
報
処
理
に
関
す
る
指
導
及
び
教
育
に
関
す
る
こ
と
。

二

電
子
情
報
処
理
の
促
進
及
び
改
善
に
関
す
る
こ
と
。

三

電
子
情
報
、
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
、
ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
及
び
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
（
以
下
「
情
報
資
産
」
と

い
う
。
）
の
適
正
な
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

四

前
三
号
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
電
子
情
報
処
理
に
関
し
必
要
な
こ
と
。

第
三
章

デ
ジ
タ
ル
サ
ー
ビ
ス
の
開
発
管
理

第
一
節

デ
ジ
タ
ル
関
連
施
策
の
企
画

（
デ
ジ
タ
ル
関
連
施
策
の
企
画
）

第
十
一
条

主
管
部
長
は
、
デ
ジ
タ
ル
関
連
施
策
を
企
画
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
の
事
項
に
つ
い

て
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

施
策
の
目
的
と
デ
ジ
タ
ル
サ
ー
ビ
ス
が
担
う
範
囲

二

デ
ジ
タ
ル
サ
ー
ビ
ス
の
実
現
に
向
け
た
一
又
は
複
数
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
推
進
体
制
の
構
築

三

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
効
果
を
測
定
す
る
指
標

第
二
節

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
監
理

（
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
監
理
の
目
的
）

第
十
二
条

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
監
理
は
、
前
条
各
号
に
規
定
す
る
検
討
項
目
を
踏
ま
え
、
デ
ジ
タ
ル
サ
ー

ビ
ス
の
品
質
の
確
保
及
び
向
上
を
目
的
と
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
監
理
の
実
施
）

第
十
三
条

情
報
化
推
進
担
当
部
長
及
び
主
管
部
長
は
、
デ
ジ
タ
ル
サ
ー
ビ
ス
の
開
発
（
リ
リ
ー
ス
判

定
を
含
む
。
）
及
び
維
持
に
係
る
協
議
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
監
理
及
び
協
議
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
デ
ジ
タ
ル
サ
ー
ビ
ス
局
長
が
別
に
定
め
る

方
法
を
準
用
す
る
。

第
三
節

情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
の
開
発

（
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
の
開
発
）

第
十
四
条

主
管
部
長
は
、
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
の
開
発
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
の
事
項
に
つ

い
て
調
査
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

経
費
の
節
減
効
果

二

事
務
処
理
の
効
率
化
及
び
簡
素
化

三

都
民
サ
ー
ビ
ス
の
向
上

四

既
存
の
情
報
資
産
の
活
用

五

情
報
の
保
護
等
の
安
全
策

六

シ
ス
テ
ム
化
の
対
象
範
囲

七

シ
ス
テ
ム
化
の
実
現
方
法

第
四
節

情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
の
評
価

（
シ
ス
テ
ム
評
価
の
目
的
）

第
十
五
条

シ
ス
テ
ム
評
価
は
、
前
条
各
号
に
規
定
す
る
調
査
検
討
項
目
を
踏
ま
え
、
情
報
処
理
シ
ス

テ
ム
の
有
効
性
、
効
率
性
、
信
頼
性
、
安
全
性
等
の
確
保
及
び
向
上
を
目
的
と
し
て
行
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
シ
ス
テ
ム
評
価
の
実
施
）

第
十
六
条

情
報
化
推
進
担
当
部
長
及
び
主
管
部
長
は
、
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
、
開
発
計
画

の
立
案
、
開
発
過
程
及
び
運
用
の
各
段
階
で
シ
ス
テ
ム
の
評
価
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

シ
ス
テ
ム
評
価
の
実
施
方
法
に
つ
い
て
は
、
デ
ジ
タ
ル
サ
ー
ビ
ス
局
長
が
別
に
定
め
る
方
法
を
準

用
す
る
。

第
四
章

デ
ー
タ
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
運
用
管
理

（
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
管
理
の
基
本
）

第
十
七
条

情
報
化
推
進
担
当
部
長
は
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
安
全
性
及
び
信
頼
性
の
向
上
を
図
り
、
デ

ー
タ
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
効
率
的
か
つ
円
滑
な
運
用
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

２

情
報
化
推
進
担
当
部
長
及
び
主
管
部
長
は
、
デ
ー
タ
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
利
用
し
て
処
理
さ
れ

る
機
密
を
要
す
る
電
子
情
報
の
保
護
に
万
全
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
利
用
）

第
十
八
条

主
管
部
長
は
、
電
子
情
報
処
理
を
オ
ン
ラ
イ
ン
で
行
う
場
合
は
、
原
則
と
し
て
デ
ー
タ
通

信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
利
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
九
条

主
管
部
長
は
、
新
た
に
デ
ー
タ
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
利
用
し
、
デ
ー
タ
通
信
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
の
利
用
方
法
を
変
更
し
、
又
は
デ
ー
タ
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
利
用
を
廃
止
す
る
と
き
は
、
情
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報
化
推
進
担
当
部
長
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
接
続
管
理
）

第
二
十
条

情
報
化
推
進
担
当
部
長
は
、
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
を
デ
ー
タ
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
安
全

か
つ
確
実
に
接
続
さ
せ
る
た
め
、
デ
ー
タ
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
接
続
管
理
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
設
備
の
管
理
）

第
二
十
一
条

情
報
化
推
進
担
当
部
長
及
び
主
管
部
長
は
、
デ
ー
タ
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
係
る
設
備

の
正
常
な
稼
働
を
確
保
す
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
章

電
子
計
算
機
及
び
電
子
情
報
の
管
理

第
一
節

電
子
計
算
機
の
管
理

（
電
子
計
算
機
の
設
置
及
び
管
理
）

第
二
十
二
条

主
管
部
長
は
、
必
要
に
応
じ
て
電
子
計
算
機
を
設
置
し
、
管
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
電
子
計
算
機
の
買
入
れ
等
の
協
議
）

第
二
十
三
条

主
管
部
長
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
電
子
計
算
機
を
設
置
し
、
管
理
す
る
場
合
に
お
い

て
、
電
子
計
算
機
の
買
入
れ
又
は
借
入
れ
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
情
報
化
推
進
担

当
部
長
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
情
報
化
推
進
担
当
部
長
が
別
に
定
め
る
場
合
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

（
電
子
計
算
機
に
係
る
契
約
の
報
告
）

第
二
十
四
条

主
管
部
長
は
、
電
子
計
算
機
の
買
入
れ
又
は
借
入
れ
の
契
約
を
締
結
し
た
と
き
は
、
速

や
か
に
情
報
化
推
進
担
当
部
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
情
報
化
推
進
担
当
部
長

が
別
に
定
め
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
二
節

電
子
情
報
の
管
理

（
デ
ー
タ
相
互
利
用
の
協
議
）

第
二
十
五
条

主
管
部
長
は
、
他
の
主
管
部
長
が
管
理
す
る
デ
ー
タ
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

あ
ら
か
じ
め
当
該
他
の
主
管
部
長
に
協
議
す
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
協
議
を
受
け
た
主
管
部
長
は
、
当
該
利
用
の
目
的
を
検
討
の
上
、
デ
ー
タ
の

利
用
の
適
否
及
び
取
扱
い
に
つ
い
て
、
協
議
を
行
っ
た
主
管
部
長
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

第
三
節

サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策

（
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
の
基
本
）

第
二
十
六
条

局
長
は
、
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
実
施
体
制
を
整
備
し
、
サ
イ
バ
ー
攻
撃
等
の

脅
威
か
ら
情
報
資
産
を
守
り
、
高
度
な
安
全
性
の
確
保
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
東
京
都
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
基
本
方
針
及
び
東
京
都
サ
イ
バ

ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
基
準
に
基
づ
く
も
の
と
す
る
。

第
六
章

委
託
処
理

（
委
託
処
理
）

第
二
十
七
条

局
長
は
、
委
託
に
よ
り
電
子
情
報
処
理
（
以
下
「
委
託
処
理
」
と
い
う
。
）
を
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

（
委
託
処
理
の
留
意
事
項
）

第
二
十
八
条

局
長
は
、
委
託
処
理
の
契
約
に
当
た
っ
て
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
事
項
を
特
約
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

秘
密
の
保
持
に
関
す
る
こ
と
。

二

目
的
外
使
用
の
禁
止
に
関
す
る
こ
と
。

三

委
託
処
理
に
よ
り
生
じ
た
も
の
の
権
利
の
帰
属
に
関
す
る
こ
と
。

四

電
子
情
報
処
理
の
基
本
と
な
る
記
録
媒
体
及
び
記
録
物
の
保
存
方
法
及
び
保
存
期
間
に
関
す
る

こ
と
。

五

処
理
条
件
に
関
す
る
こ
と
。

２

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
委
託
処
理
に
係
る
必
要
事
項
は
、
デ
ジ
タ
ル
サ
ー
ビ
ス
局
長
が
別

に
定
め
る
事
項
に
準
ず
る
。

（
委
託
処
理
の
協
議
）

第
二
十
九
条

主
管
部
長
は
、
委
託
処
理
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
又
は
委
託
処
理
の
内
容
を
変
更
し
よ

う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
情
報
化
推
進
担
当
部
長
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

情
報
化
推
進
担
当
部
長
が
別
に
定
め
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
委
託
契
約
の
報
告
）

第
三
十
条

主
管
部
長
は
、
委
託
処
理
の
契
約
を
締
結
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
情
報
化
推
進
担
当
部

長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
情
報
化
推
進
担
当
部
長
が
別
に
定
め
る
場
合
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。
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第
七
章

雑
則

（
状
況
調
査
等
）

第
三
十
一
条

情
報
化
推
進
担
当
部
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
デ
ジ
タ
ル
サ
ー
ビ
ス
の

開
発
、
運
用
等
に
つ
い
て
調
査
し
、
又
は
主
管
部
長
に
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
委
任
）

第
三
十
二
条

こ
の
規
程
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
情
報
化
推
進
担
当
部
長
が
別
に
定
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

公

告

軽
油
引
取
税
に
係
る
特
約
業
者
の
指
定
の
取
消
し
に
つ
い
て

地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
百
四
十
四
条
の
九
第
三
項
及
び
東
京
都
都

税
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
東
京
都
条
例
第
五
十
六
号
）
第
百
三
条
の
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
約

業
者
の
指
定
を
次
の
と
お
り
取
り
消
し
た
。

令
和
五
年
八
月
三
十
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

氏
名
又
は

名
称

代
表
者
の

氏
名

主
た
る
事
務
所
又
は

事
業
所
の
所
在
地

取
消
年
月
日

有
限
会
社

木
下
石
油

木
下

利
一

国
分
寺
市
新
町
一
丁

目
十
一
番
地
三

令
和
五
年
五
月

三
十
一
日

認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
認
定
の
失
効
に
つ
い
て

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
五
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
認
定

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
認
定
が
効
力
を
失
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
及
び
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

施
行
条
例
の
施
行
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
年
東
京
都
規
則
第
二
百
四
十
三
号
）
第
二
十
二
条
の
三
の

規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
五
年
八
月
三
十
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
太
陽
光
発
電
所
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

二

代
表
者
の
氏
名

都
筑

建

三

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

文
京
区
湯
島
一
丁
目
九
番
十
号

湯
島
ビ
ル
六
〇
二
号
室

四

失
効
の
理
由

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
四
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
の
有
効
期
間
が
経
過
し
た
た
め

五

失
効
年
月
日

令
和
五
年
七
月
四
日

一

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
日
本
子
宮
内
膜
症
啓
発
会
議

二

代
表
者
の
氏
名

百
枝

幹
雄

三

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

中
央
区
築
地
一
丁
目
四
番
八
号

築
地
ホ
ワ
イ
ト
ビ
ル
八
〇
三
ス
ト
ラ
メ
ッ
ド
株
式
会
社
内

四

失
効
の
理
由

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
四
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
の
有
効
期
間
が
経
過
し
た
た
め

五

失
効
年
月
日

令
和
五
年
七
月
四
日

一

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
シ
ー
ピ
ー
ア
イ
教
育
文
化
交
流
推
進
委
員
会

二

代
表
者
の
氏
名

小
西

菊
文

三

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

三
鷹
市
中
原
二
丁
目
十
六
番
九
号
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四

失
効
の
理
由

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
四
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
認

定
の
有
効
期
間
が
経
過
し
た
た
め

五

失
効
年
月
日

令
和
五
年
七
月
十
七
日

一

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
病
気
の
子
ど
も
支
援
ネ
ッ
ト
遊
び
の
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア

二

代
表
者
の
氏
名

坂
上

和
子

三

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

新
宿
区
若
松
町
十
番
一
号

Ｙ
Ｓ
ビ
ル
三
〇
二
号
室

四

失
効
の
理
由

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
四
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
認

定
の
有
効
期
間
が
経
過
し
た
た
め

五

失
効
年
月
日

令
和
五
年
七
月
十
九
日

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
許
可
し
た
次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
は
、

完
了
し
た
。

令
和
五
年
八
月
三
十
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

名

取

伸

明

開
発
区
域
又
は
工
区
に

含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

許
可
を
受
け
た
者
の

住
所
及
び
氏
名

国
分
寺
市
光
町
一
丁
目
二
十
番
一

武
蔵
野
市
境
二
丁
目
二
番
二
号

株
式
会
社
飯
田
産
業

代
表
取
締
役

築
地

重
彦

日
野
市
東
豊
田
一
丁
目
四
十
八
番

六
及
び
同
番
六
地
先

立
川
市
幸
町
一
丁
目
二
十
一
番

地
一

株
式
会
社
ア
ス
テ
ィ
ー
ク

代
表
取
締
役

宮
谷

祐
介

発 行
東

京

都

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

電
話

〇
三（
五
三
二
一
）一
一
一
一（
代
）
郵便番号
１６３―８００１
定 価

本
号

三
〇
円

一
箇
月

六
、
六
〇
〇
円

（
郵
送
料
を
含
む
。）
印刷所

勝

美

印

刷

株

式

会

社

東
京
都
文
京
区
白
山
一
丁
目
十
三
番
七
号

電
話

〇
三（
三
八
一
二
）五
二
〇
一（
代
）
郵便番号
１１３―０００１


